
 

 

 

本年１０月２０日、下関市居住のＡさん（８０歳代・女性）方の固定電話に、県

警の警察官をかたる男から 

○ あなたの持っている通帳から大阪でお金が引き出されています。 

○ 口座を調べる必要があるので、今から警察官を行かせます。 

○ 最近は現金が偽物になっていることもあるので、家の中の現金も調べない 

といけません。 

等という内容の電話があり、その後、女性は自宅を訪問してきた警察官をかたる

男にキャッシュカード３枚、通帳７通、現金６８万円を手渡し、だまし取られる被害

に遭いました。 

   ★ 他人にキャッシュカード・通帳を  に渡さない！ 

「 」にも渡さない！！！ 

警察官がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を尋ねたり

することはありません。 
 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

（担当） 

山口県警察本部 

生活安全企画課 

第６４号 令和４年１０月２１日 

※うそ電話詐欺警戒警報発令中！※ 

 

★「オレオレ詐欺」は親族をかたるものだけではありません★ 

息子や孫をかたるものだけでなく、警察官等をかたって現金をだまし取る 

ものもオレオレ詐欺の手口です！ 

事案概要 

 

★「警察官」等をかたる者が自宅を訪問してきた場合★ 

● 安易に招き入れず、身分や要件を確認する  

● 可能な限り一人で対応しない 

 


